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1

2

3

農家組合員の所得増大
・農業生産の拡大 地域の活性化・結びつき強化

おおふなと

　平成29年度、ＴＡＣ２名を配置して、担い手農
家への訪問活動を展開しました（延べ329 件）。
農家とＪＡをつなぐ窓口として、担い手農家や農
事組合法人などへ出向き、記帳代行による申告
のサポート、コストカット手段の提案、営農相談
などを行っております。

大船渡市、陸前高田市、住田町で、青空市場を開催し、生
産者や関係団体などが、農産物や各種加工品を販売しまし
た。お得な商品券の販売や、スタンプラリーなど、様々な
イベントも行いました。

　ＪＡおおふなとは「農家組合員の所得増大・農業生産の
拡大」「地域の活性化」「結びつき強化」を自己改革の柱と
して、農家組合員の所得増大と地域活性化に全力を尽く
してまいります。
　そのために「時代環境の変化に挑戦し『新たな芽』を
育てる」をスローガンに第５次３ヵ年計画を策定し取り組
んでおります。
　JAおおふなとといたしましては、組合員総意のもと、
自ら組織・事業のあり方を検討し、組合員が望む「農業・
地域と共に生きる協同組合の実現」の為の「自己改革」を
進めてまいります。

　平成29年７月に夏秋野菜出発式を
当ＪＡ設立後、初めて開催しました。生
産者や市場関係者、行政機関等の出
席の下、夏から秋にかけて出荷最盛期
を迎える「きゅうり・ピーマン・トマト」の生
産販売額の目標達成や、安全な集出荷
作業などを確認し合いました。

　各支店の次長らが、管内の生産者ほ
場で、大豆の播種、リンゴの摘果、菌床
しいたけの収穫などの農作業を体験し
ました。農業についての理解促進や、
生産者ニーズの把握、生産者との結び
つき強化を図りました。

農家組合員の
ニーズに応える体制の強化

TACの配置
（※TACとは地域農業の担い手に出向く専任担当職員）

当JA初の夏秋野菜出発式の開催

青空市場・軽トラ市の開催

農業・地域と共に生きる
協同組合の実現

金融担当職員の農業体験

販売事業の強化

農業生産振興

結
び
つ
き
強
化

地
域
の
活
性
化

農
家
組
合
員
の

所
得
増
大

自己改革への取組み

それが

それが

それが

（平成29年度上期）Vol.2Vol.2
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 JAおおふなと 自己改革への取組み Vol.2 平成29年度
上期（ ）

農
家
組
合
員
の
所
得
増
大
・
農
業
生
産
の
拡
大

農
家
組
合
員
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
た
め
の
体
制
の
強
化

担い手担当職員のスキルアップを
図るために営農指導員資格取得
を義務付けます。

組織力向上支援事業に取り組み、集
合研修３回、実践研修８回、述べ９７
名が参加しました。

担い手に出向く専任担当者
（TAC）を配置します。

ＴＡＣ職員の他、金融担当職員が農
家組合員を訪問し、「声を聴く運動」
を展開しました。

県下統一Web農業簿記システム
導入による記帳代行・申告支援制
度について専任担当者の配置に
よる強化を行いました。

専任担当者を設置するとともに、利
用組合員の増加に向け制度の内容紹
介を行っています。（加入者7名）

販
売
事
業
の

強
化
と

生
産
振
興 トップセールスによる農産物のＰ

Ｒ活動を展開します。

首都圏でのさらなる販売拡大、取引
拡大を図るため、岩手県知事をはじ
め、JA全農いわて、県内７JA、生産
者の代表の方々が関東市場を訪れ、
これから出荷本格化を迎える夏野菜
をＰＲしました。（上半期１回）

生
産
か
ら

販
売
ま
で
の

ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト

の
引
き
下
げ

水稲苗の供給単価の引き下げを
行います。

水稲苗の価格を1箱当たり50円引き
下げを実施し、77,275箱を配布しま
した。

部
会
組
織
、
農
業

法
人
組
織
と
の
連

携
強
化

稲作等受託農家の組織化を行い
ます。

大船渡市・陸前高田市・住田町にそれ
ぞれ稲作受託組織協議会を設立しま
した。

ＪＡおおふなと青年部の再構築を
行います。

「青年部設立準備会議」を発起人4人
参加のもと8月9日に実施しました。

６
次
産
業
化
に
向
け
た

取
り
組
み
の
強
化

プロジェクトチームの設置により
新たな開発を目指します。

平成29年８月に希望職員によるプロ
ジェクトチームを立ち上げ、新商品の
開発に向け協議を開始しました。

６次産業化に向けた取り組みを
展開します。

6次産業化に向けた取り組み強化と
して、組合員向け研修会（全6回のう
ち）を2回、15人参加により実施しま
した。

地
域
活
性
化・結
び
つ
き
強
化

JA
く
ら
し
の
活
動
を
通
じ
た

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

活
性
化
へ
の
取
り
組
み

「農業まつり」「ふれあいまつり」
等を開催し、多くの方々に、ＪＡと
の結びつき強化を図ります。

震災後初となる大船渡市農業まつり
（10月21、22日）を開催します。

市町村教育委員会との情報交
換により食農教育の一役を担い
ます。（農業体験・教育資材の配
布）

食農教育に役立てていただくために
管内の小学校の子供たちに、食と農
の学習に役立つ雑誌「ちゃぐりん」を
配布しています。

平成29年度の
取り組み計画

平成29年度
上期の

取り組み結果
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おおふなと

　准組合員の利用が
規制されるとどうなるの？
准組合員がＪＡの事業を利用することについて、
「ＪＡは正組合員のために農業に専念すべき。
ＪＡ以外に、地域で金融や保険、生活サービスを
提供する会社があれば、ＪＡがする必要はない」
と主張する人がいます。
ＪＡおおふなとでは准組合員が「単なる事業利
用者」ではなく「地域農業の応援団」になって
もらうために色々な取り組みを行っています！

今まで利用していた
事業（貯金・共済等）が
今後利用できなくなる

ＪＡが地域の利便性向上のため
提供してきた地域インフラ
機能を、提供できなくなる

！！准組合員にとって
           不便

地域の衰退、ひいては
地域農業の維持が
困難になる恐れ

営農販売事業・生産資材購買事業で利益を
還元することにより、地域農業や正組合員の
事業継続に貢献できます！

▶共同利用施設（育苗センター、ライスセンター等）
　利用料負担の低減
▶生産資材の購買手数料の低減
▶資金決済時までの資金決済猶予の利子負担 等

利益発生
事業量が増加し、
経営基盤が
安定する

准組合員の利用制限について、「准組合員の利用は正組合員の
２分の１を限度」という提言が規制改革会議で出されました

准組合員の皆様が、ＪＡの事業を利用していただくことで

准組合員の利用制限の導入は…

准組合員にとって… 地域にとって…1 ２

？？
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地域との

結びつき

地域の 安全
地域の 厚生

 JAおおふなと

大船渡市農業協同組合
〒022-0003　大船渡市盛町字下舘下7-16
TEL 0192-26-5211（代）　FAX 0192-26-5214
http://www.jaofunato.or.jp/

地域の

食農・食育

      「ＪＡおおふなと」は
こんな取り組みもしています

自己改革への取り組み Vol.3

!

♥「農業まつり」「ふれあいまつり」「スポーツ
大会」をはじめとするイベントを開催し、地
元農産物を使ったお振る舞いや、ＰＲをして
います。

♥スポーツ大会等へ協賛し、参加者を
　サポートしています。
♥女性部による「たかたのゆめ稲刈り式」
　「ツール・ド・三陸」「ちゃおちゃお道中踊り」
等への参加・協力を行っています。

♥新小学１年生に黄色い帽子を贈呈
　しています。
♥ＪＡ共済のキャラクターによる「交通
　安全教室」を開催しています。
♥毎年全役職員分の「交通安全誓約書」を
大船渡警察署に提出し、交通安全に
　　　　努めています。
　　　　　♥職員が消防団に所属し、
　　　　　　地域防災の一翼を
　　　　　　担っています。

♥気仙地区の全小学校 21校に、
　食農教育をすすめるこども雑誌
　「ちゃぐりん」を配布しています。
♥幼稚園等に野菜の苗、小学校には稲の
苗を提供し、農業体験をお手伝いして
います。
♥気仙小枝柿を地元の中学校に贈呈し、
特産品を知ってもらう活動を

　展開しています。

♥健康講座を開催し、高齢者の
　方でも無理なくできる 運動や
　健康についての説明を行っています。
♥人間ドック事業により、病気の早期発
見、健康チェック を行っています 。
♥温泉ミニデイサービスを開催し、入浴
や生きがい活動支援となる様々なサー
ビスを行っています 。
♥ＪＡ助け合い組織「虹の会」
　による敬老会・清掃等の
　地域ボランティア活動を
　　　行っています。

地域活性化へ向けて
おおふなと
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 JAおおふなと

おおふなと

ＪＡおおふなと　自己改革への取り組み　VOL.4

　私たちは、協同して自らの農業経営や地域の農業振興、くらしやすい地
域づくりを実現していくＪＡの目的に賛同する農家と地域住民の集まりに
よる、協同組合です。
　協同組合であるＪＡで最も大切なことは、組合員の範囲や事業の内容
など大事なことは、組合員が決めるということです。

　ＪＡおおふなとでは、地域の農業振興やくらしやすい地域づくり
に向けて、組合員の皆さまの声をもっと大切にしていきます。
　つきましては、個別訪問や各種行事等のＪＡ役職員と顔を合わせる機
会を通じ、組合員の皆さまのご意見をお伺いしたいと考えておりますので、
ご多忙のことと存じますが、ご協力いただきたくお願い申し上げます。

組合員の皆さまの声
    ＪＡおおふなとは、

をもっと大切にしていきます!!
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安心

ＪＡおおふなとの総合事業

組合員の農業経営と
くらしをサポートする
ＪＡおおふなとの事業のご紹介

1

　ＪＡは協同組合として、組合員の皆さまの、農業とくらしのニーズ
に対応した様々なサービスを提供する「総合事業」を展開していま
す。具体的には上記のような事業があります。
　「総合事業」は組合員にとって、ワンストップで便利で多彩な
サービスを受けられるメリットがあります。農家組合員の農業経営
はもちろんのこと、全組合員のくらしをサポートすることもＪＡの大
切な目的であり、その観点から「総合事業」に力を入れています。
　組合員の皆さまにとってより良いサービスを提供するため、皆さま
が利用されているＪＡの事業について改善すべき点や、皆さまの事
業上・生活上のお困りごとなどについて、率直なご意見をお聞かせく
ださい。
　とりわけ、右記の点について、個別訪問や各種行事等のＪＡ役職
員と顔を合わせる機会を通じ、ご意見をいただければ幸いです。

営農指導事業

利用事業

購買事業

販売事業

信用事業 共済事業

福祉・生活指導事業

各栽培講習会を通じた営農
技術指導や、農家経営につ
いての相談など、農業生産
力の増進と地域農業の振興
に貢献。

収穫物を選別・出荷するた
めの施設など、個人所有が
難しい施設や設備を共同で
利用。

農業資材から日用品まで、
組合員の皆さまによる共同
購入で、質の良い商品を安価
に供給。

農家組合員の皆さまが生産
した農産物を集荷し、市場
を通じて消費者に販売。

貯金や為替のほか、農業
や事業を行っている皆さま
のご要望にお応えするた
め、各種ローンでサポート。

「ひと・いえ・くるまの総合保
障」で、くらしの安全をサ
ポート。交通安全キャラバ
ンで地域の安全にも貢献。

介護支援事業所（立根・日
頃市）において、通所・居
宅・訪問介護事業を展開。
また五葉温泉を活用した
「温泉ミニデイサービス」や、
「健康講座」も開催。

組合員の皆さまの
ご意見を

お聞かせください
●利用されているＪＡの事
業について改善すべき点

●事業上・生活上のお困り
ごと
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本店　総務部　TEL26-5211
　　　信用共済部（信用）TEL26-5215（共済）TEL26-5213
大船渡支店　TEL26-4121　　三　陸支店　TEL44-2131
末　崎支店　TEL29-3211　　高　田支店　TEL54-3290
赤　崎支店　TEL26-4188　　竹　駒支店　TEL55-3121
猪　川支店　TEL26-2138　　世田米支店　TEL46-2155JAおおふなと

①
コラ
ム ②

コラ
ム

組合員アンケートのお願い

組合員の皆さまの
ご意見をお伺いする取り組み

3
　ＪＡおおふなとでは、現在取り組んでいる自己改革
に対する組合員の皆さまの評価をお伺いして、より一
層、皆さまの期待に応え、魅力ある地域の農業振興や
くらしやすい地域づくりに取り組むＪＡとなれるよう、平
成30年度から、全ての組合員の皆さまを対象としたア
ンケート調査を実施することとしております。
　なお、政府は、平成33年３月まで、自己改革の実
施状況等を調査することとしており、改革の進展状
況によっては、ＪＡ事業の分割（下記コラム①参照）

や准組合員のＪＡ事業利用の規制（下記コラム②）
などが検討されることが想定されます。
　組合員の皆さまからいただいた評価が、今後政府
が行う准組合員のＪＡ事業利用規制のあり方などの
検討に向けても重要となります。
　つきましては、今回の説明をふまえ、平成30年度か
ら実施いたしますアンケート調査への、組合員の皆さ
まのご協力をお願い申し上げます。

信用事業等の
譲渡について

准組合員制度
について

　政府の諮問会議において、ＪＡが農業者のため
の農畜産物販売や生産資材購買に専念できるよ
うに、「ＪＡバンク」として提供している金融サー
ビス（信用事業）を譲渡し、「総合事業」を止める
べきだとの意見が出された経過があります。
　ＪＡが農林中央金庫や信用農業協同組合連合
会（信連）へ信用事業を譲渡し、自らは代理店等
として金融サービスを提供できる仕組みは、法令
上すでに整備されており、信用事業譲渡はそれぞ
れのＪＡの選択制となっています。
　協同組合であるＪＡの事業のあり方は、組合員
の皆さまが民主的に決定するべきことです。法改
正などによって事業分離を強制され、組合員の皆
さまが意に反する不利益を被ることがないよう、
「総合事業」を通じた取り組みを実践してまいり
ます。

　政府は、ＪＡが農業者の協同組合であることか
ら、「准組合員の事業利用について、正組合員の
事業利用等の関係で、そのあり方を検討する」こ
ととしています。
　現在、地域住民の皆さまにも准組合員になって
いただき、ＪＡの事業をご利用いただいています。
事業の効率化やコスト低減につながるとともに、
ＪＡの経営が安定し、農業関連事業の実施や地
域に必要な生活サービスの維持が可能となるな
ど、准組合員の皆さまのご利用は、農家組合員
（正組合員）の皆さまにとってもメリットがありま
す。
　引き続き、正組合員と准組合員とで、ＪＡの事
業を通じて地域の農業とくらしを支えあうＪＡづく
りに努めてまいります。
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